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令和７年３月 25 日 

 

１．趣旨  

この基本方針は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実 

施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定、令和３年２月１日改正）及び 

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月２ 

６日文部科学大臣決定）の趣旨を踏まえ、沖縄県立芸術大学（以下「本学」という。） 

における研究費について、不正行為を防止し、適正な運営・管理を行うための必要な 

事項を定めるものとする。 

 

２．定義 

（１）この方針において教員等とは、本学に雇用されている者及び本学の施設や設備 

を利用している者のうち、研究費を用いた研究に従事している者又は携わる者を 

いう。 

（２）この方針において研究費とは、その財源を問わず、教員等がその職務として行う 

研究活動において支出する経費のことをいう。 

（３）この方針において部局等とは、各学部、各研究科及び芸術文化研究所のことをい 

う。 

 

３．責任体制 

本学の研究費を適正に管理するために、以下のとおり責任者を置く。  

（１）最高管理責任者（学長） 

最高管理責任者は、機関全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負 

う。また、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するた 

めに必要な措置を講じ、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を 

持って研究費の運営・管理が行えるよう指導・整備を行う。 

（２）統括管理責任者（事務局長） 

最高管理責任者を補佐し、研究活動等の不正防止について本学全体を統括する実 

質的な責任と権限を持ち、本学全体の研究活動等の不正防止対策について組織横断 

的な視点で取り組み、具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、 

実施状況を最高管理責任者に報告する。 

（３）コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者（部局等の長） 

研究活動等の不正防止及び研究倫理教育について実質的な責任と権限を持ち、統 

括管理責任者の指示の下、 

①自己の管理監督又は指導する部局等における具体的な対策を講じ、その実施状 

況を確認するとともに、 統括管理責任者への報告を行う。 

②研究費の運営・管理のため、部局等内の研究費の運営・管理に関わる全ての教員 



等に対するコンプライアンス教育（研究倫理教育を含む）の実施及び受講状況 

の管理監督を行う。 

③自己の管理監督又は指導する部局等において、教員等が、適切に研究費の管理・ 

執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じた改善指導を行う。  

（４）コンプライアンス推進副責任者（事務局総務課長） 

部局等においてコンプライアンス推進責任者の役割の実行性を確保するため、コ 

ンプライアンス推進責任者の指示の下、コンプライアンス推進責任者の研究費の運 

営・管理の確実な実施を補佐するものとする。  

 

４．ルールの明確化・統一化 

最高管理責任者は、研究費の使用及び事務処理手続きに関するルール（以下「ルー 

ル」という。）の明確化及び統一化を図るとともに、教員等に対し、周知徹底を図る。  

 

５．職務権限の明確化 

最高管理責任者は、研究費の事務処理に関する教員等の権限と責任について、業 

務の分担の実態と乖離が生じないよう、適切な職務分掌を定める。  

 

６．関係者の意識向上 

（１）研究費の使用に関わる全ての教員等に対する行動規範を策定する。 

（２）研究費の使用に関わる全ての教員等に、本学の不正防止に関する方針及びルー 

ル等に関するコンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把 

握するとともに、誓約書等の提出を求める。 

（３）論文及び研究成果を発表する研究活動に携わる者が、知っておくべき内容及び 

倫理観について周知するための研究倫理教育を実施し、受講者の受講状況及び理 

解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。  

 

７．不正要因の把握、不正防止計画の策定  

（１）最高管理責任者は、研究費の不正使用を発生させる要因を把握し、必要な対策を 

講じるため、研究不正防止推進委員会を置く。  

（２）研究不正防止推進委員会は、不正防止計画を策定し、実施状況を定期に調査する 

とともに、必要に応じて不正防止計画の見直しを行う。  

 

８．相談窓口  

最高管理責任者は、事務処理手続き及び使用に関するルール等について学内外か 

らの相談を受け付けるための窓口を置く。  

 

９．告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用 

（１）最高管理責任者は、研究費の不正行為に係る告発等の窓口を置く。  

（２）最高管理責任者は、研究費の不正行為に係る調査の体制・手続き等を明確に示し 

た規程等を定める。 



（３）最高管理責任者は、告発等により、研究費の不正行為に係る調査が必要と認めた 

場合は、公正かつ透明性の高い仕組みにより調査を行う。  

（４）調査結果について、懲戒審査等が必要と判断されるときは、公立大学法人沖縄県 

立芸術大学職員就業規則等の関係規程に基づき処理する。  

 

10．情報発信の推進 

最高管理責任者は、研究費の不正防止に関する本学の管理運営体制、関係規則等 

並びに各種取組等について、積極的にホームページにより学内外に情報を公開する。 

 

11．監査体制 

最高管理責任者は、研究費の適切な管理のため、内部監査・モニタリング体制を整 

備する。 

 

   附 則（令和７年３月 25 日学長決裁） 

 この方針は、令和７年３月 25 日から施行する。 


